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要旨： 

【はじめに】在宅要介護高齢者が抱える摂食嚥下障害の現状と課題を明らかにし，その課題解決

について検討することは重要である．今回，京都府内の在宅要介護高齢者が抱える摂食嚥下障害

の現状と課題を整理することを目的に状況調査を行ったので報告する． 

【対象と方法】京都府内に勤務する介護支援専門員を対象に，インターネットを利用した無記名

アンケートを実施した．調査項目は摂食嚥下障害の利用者の有無，原因疾患，対応策，課題など

であった．  

【結果】回答数は 15 件．日常的に摂食嚥下障害の利用者があったのは 58.3％，その原因疾患は

脳血管障害が 75％と最も多かった．対応策は言語聴覚士（Speech Therapist：以下 ST）への依頼，

病院での嚥下評価の提案，食形態の変更やトロミ剤の使用などであった．課題は ST の介入機会

が得られない，嚥下食の価格が高い，食形態の調整や食事の見守りなど家族にとってストレスが

高いなどであった． 

【考察とまとめ】結果より対象の半数以上が日常的に摂食嚥下障害の利用者を抱えていた．多く

の課題があり，利用者にとって在宅生活の中心的な役割を担う介護支援専門員が抱える実情を

改めて問題視し，現実可能な対応策を考えることが必要である． 
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Ⅰ．はじめに 

  在宅生活を送る要介護高齢者数や要介護度が増加の一

途を辿っている状況のなか，要介護高齢者の 45.3％が誤嚥

のリスクを抱えており，そのリスクが高くなるほど生活の

質が低下するとされている 1）．また摂食嚥下機能に何らか

の問題があると評価された割合は要介護度の増加ととも

に増加する傾向にある 2）．このように，我が国の在宅生活

を送る要介護高齢者の多くが摂食嚥下障害を抱え，これか

らもその割合は増加していくことが予測される．そのこと

は，誤嚥性肺炎の罹患率の増加，もしくは栄養の経口摂取

が安全に継続できないことによる長期的な低栄養状態な

どをきたすこととなる．そして生命維持のための基盤であ

る体力や免疫力，精神力などが揺らぎ，生命維持が不安定

となることに繋がっていく．そのような実情の中，在宅要

介護高齢者に関わる多くの関係者は，懸命にその課題を解

決するために個々に奔走している．また，課題解決につな

げるための議論が，在宅要介護高齢者に関わる関係者同士

で数多く行われている． 

在宅要介護高齢者が抱える摂食嚥下障害の現状と課題

を現場から集め，整理して見える化すること，そしてその

情報を広く共有することで，介護高齢者に関わる関係者同

士の議論の対象となり，少しでも課題解決の糸口が見いだ

せる可能性があると考えられる． 

 そこで本研究は，京都府内の在宅要介護高齢者が抱える
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摂食嚥下障害の現状と課題を整理・見える化することを目

的に，圏域横断的な状況調査を行ったので報告する．  

Ⅱ．対象 

京都府内の各機関に勤務している介護支援専門員を対

象とした． 

Ⅲ． 方法 

調査方法は，京都府内各圏域の地域リハビリテーション

支援センターを通じて京都府内全域にアンケートの依頼

を発信．アンケートの方法は，インターネットを利用した

無記名アンケートとした．調査期間は令和6年12月 15日

～令和7年 1月31日であった． 

調査項目は，介護支援専門員としての経験年数，介護支

援専門員の基礎資格，所属事業所の京都府内の圏域，摂食

嚥下障害の利用者の有無，摂食嚥下障害をきたしている代

表的な原因疾患や病態，摂食嚥下障害の利用者に対する対

応策，摂食嚥下障害の利用者が抱える課題とした． 

なお，本研究は明治国際医療大学ヒト研究倫理審査委員

会で承認を受けた上で実施した（承認番号：2024-038）． 

Ⅳ．結果 

調査期間中に15件の回答があった．各項目の結果につ

いて以下に示す． 

介護支援専門員としての経験年数は，平均 12.3年 

（5-21年）であった． 

介護支援専門員の基礎資格は，介護福祉士が 9 名

（52.9％），社会福祉士が 4 名（23.5％），管理栄養士が 1

名（5.9％），社会福祉主事が 1 名（5.9％），ヘルパー2 級

が 1 名（5.9％），相談援助業務が 1 名（5.9％）であった

（複数回答）． 

所属事業所の京都府内の圏域は，南丹圏域が 11 名

（73.3％），中丹圏域が4名（27.7％）であった． 

摂食嚥下障害の利用者の有無は，「あり」が8名（53.3％），

「なし」が7名（46.7％）であった． 

摂食嚥下障害をきたしている代表的な原因疾患や病態

は，脳血管障害が 7 件（53.8％），認知機能の低下が 2 件

（15.4％），廃用症候群が1件（7.7％），口腔がんの術後が

1件（7.7％），加齢が1件（7.7％），歯の欠損が 1件（7.7％）

であった． 

摂食嚥下障害の利用者に対する対応策については，食

形態の変更（きざみ食への変更）が 4 件（25.0％），とろ

み剤の使用が4件（25.0％），言語聴覚士（Speech Therapist：

以下ST）に対する訪問依頼が 3件（18.8％），病院での嚥

下評価の依頼が1件（6.3％），嚥下体操を助言するが1件

（6.3％），食事全般の工夫についての助言が1件（6.3％），

通所リハビリテーションの利用を促すが 1件（6.3％），歯

や義歯の治療を促すが1件（6.3％）であった．STに対す

る訪問依頼の内容は，食形態やとろみの段階評価を定期

的に実施，同居家族やヘルパーへの口腔体操の指導など

であった（図1）． 

摂食嚥下障害の利用者が抱える課題について，カテゴ 

 

リーごとに整理して示す（表1）． 

利用者に関わる課題：利用者は食べたいのに誤嚥のリ

スクがあるため食べられない場合がある，食事の際に必

ず見守りが必要であり利用者のストレスが高い，どれだ

け気をつけていても誤嚥性肺炎のリスクが高い，などが

挙がっていた． 

食形態についての課題：食形態の選択肢についての知

識が追いつかない，市販されている嚥下食の価格が高い，

適切な食形態の食事が提供できない，食べやすい形態で

の食事の準備やとろみを付けることが難しい，支援者や

協力者がいない場合は特に難しいなどが挙がっていた． 

介護者負担についての課題：介護者の負担が大きい，調

理を行う家族の負担が大きい，などが挙がっていた． 

専門職不足についての課題：嚥下障害に対するリハビ

リテーションの機会がない，STによる嚥下にかかわる指

導や食事形態に関する指導が受けられない，食事の際の

適切な姿勢を確保できない，などが挙がっていた． 

 その他，認知症の進行，発語の減少，義歯の不具合，胃

瘻への切り替えのタイミングが分からない，などの課題

が挙がっていた． 

Ⅴ．考察 

 本研究の結果より，対象が関わっている利用者の半

数以上である 53.3％に何らかの摂食嚥下障害があるこ

とが明らかとなった．その原因疾患や病態のうち最も

多かったのは脳血管障害であり，次いで認知機能の低
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下，廃用症候群などであった．これらの原因疾患や病

態は容易に改善できるものではなく，むしろ時間経過

もしくは加齢とともに状態変化・悪化を生じやすいこ

とが考えられる． 

 それらの利用者に対する対応策として，食形態の変

更やとろみ剤の使用が上位にあり，ついで ST による

訪問支援の依頼などが挙がっていた．それらの内容を

見ると，食形態の変化やとろみ剤の使用，嚥下体操な

どの指導のような，介護支援専門員が現場で単独でも

可能な対応策が最優先的に行われているとともに，歯

科領域，リハビリテーション領域の訪問系支援の依頼

など他者への支援依頼をかける対策も取られていた． 

 摂食嚥下障害の利用者が抱える課題としては，利用者

に関わる課題，食形態についての課題，介護者負担につい

ての課題，専門職不足についての課題など，多方面の課題

があることが明らかとなった．それらの根底にある課題

の一つが，在宅要介護高齢者に関わることができる人材

の不足である．特に，訪問介護の人手不足感が特に強い傾

向にあり 3），その人材確保は決して容易ではなく，その解

決には多大な時間を要する．そのため，改めて新規の人材

確保という観点も必要であるがそれだけではなく，現在

利用者に関わっている人材が上記の課題解決につながる

ようなスキルや知識を新たに取得し，さらに利用者に関

わる人材同士の繋がりを強化することにより，解決の糸

口を見出すことができるのではないかと考える．そのた

めに必要な研修会や勉強会，交流会などの開催が必要で

あると考える． 

 摂食嚥下機能は直接的に食物を嚥下する場面だけでな

く，その際の姿勢が重要である．今回の摂食嚥下障害の利

用者が抱える原因疾患や病態のうち，最も多かったのは

脳血管障害であることに鑑みると，嚥下機能以外の身体

機能についての問題も抱えていることが推測される．具

体的には，摂食嚥下機能に必要な姿勢の安定性を保つた

めの能力の低下や，先行期に必要な上肢機能の低下を有

することが考えられる．訪問看護ステーションなどの訪

問系事業所にて訪問業務に従事する理学療法士（Physical 

Therapist：以下PT）は26,366名，作業療法士（Occupational 

Therapist：以下OT）は11,303名である一方，STは3,289

名であり（令和 5 年 10 月 1 日現在）4），その数は非常に

少ない．PT や OT は ST のように直接的な嚥下訓練は実

施できないが，上記のような姿勢保持の能力低下や上肢

機能障害などに対して，姿勢保持のためのポジショニン

グや上肢機能訓練など，摂食嚥下に関する間接的なアプ

ローチは可能であることから，摂食嚥下障害を抱える利

用者に対して，ST以外のリハビリテーション職の積極的

な介入を促進することも重要であると考えられる． 

五島は地域での食支援を目的に食支援研究会を立ち上

げ，プロフェッショナルによる連携により，地域での食支

援の活動を進め最期まで食べられる街づくりを目指して

活動されている．その中で重要視されていることは，「腕

（スキル）と腹（マインド）の見える関係」であり，プロ

フェッショナルでないものとの多職種連携はありえない

とくくっている 5）．摂食嚥下障害の利用者に関わるすべて

のスタッフが自身のプロフェッショナル魂を持ち，自身

が果たすべき役割をよく理解しながら，しっかりと自身

のスキルとマインドを磨くことが重要である． 

上記のように，在宅要介護高齢者が抱える摂食嚥下障

害の課題は非常に多岐に渡るが，それらの課題を少しで

も解決につなげるため，支援研究センターとして今回得

られた情報を広く発信するとともに，解決につながる活

動を今後も継続したい． 

本研究では，京都府内全圏域を対象に調査を試みたが，

回答を得られた圏域が南丹圏域と中丹圏域のみであり非

常に限局的な回答であった．今後はアンケートの発信方

法や発信対象を見直し，京都府内全域を反映する状況調

査を継続していきたい． 

Ⅵ．結語 

 今回，京都府内の介護支援専門員を対象に在宅要介護

高齢者が抱える摂食嚥下障害の現状と課題についてのア

ンケート調査を実施した．現場でできる対応策を工夫し

ながら実施されていることが伺えたとともに，利用者に

関わる課題，食形態についての課題，介護者負担について

の課題，専門職不足についての課題など様々な視点の課

題が潜んでいることが明らかとなった．地域にとって在

宅介護にかかわる人材の確保が急務であるが，その解決

には時間を要することから，現時点で関わっている人材

の更なるスキルや知識の取得や関わっている人材同士の

繋がりを強化することなどにより，現実的な解決策を見

出していくことが重要であると考えられた． 
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